
(58) 日本国とロシア連邦の間の創造的パートナーシップ構築に関す

るモスクワ宣言（抜粋）

（１９９８年１１月１３日）

（二国間関係）

１ 日本国総理大臣及びロシア連邦大統領は、両国の関係がそれぞれの国家

の対外政策の中で重要な地位の一つを占めるものであることを表明する。

日本国総理大臣及びロシア連邦大統領は、信頼、相互利益、長期的視点及

び緊密な経済的協力という原則に立脚して、長期的な創造的パートナーシ

ップを構築することが両国の最重要課題であることを認識する。

両首脳は、このパートナーシップの下で、二国間の諸問題を共同して解

決するばかりでなく、国際的な場における協力を通じて、アジア太平洋地

域及び国際社会の平和と安定に寄与するとともに、地球的規模の諸問題の

解決のための協力を活発化し 「信頼」の強化を通じて「合意」の時代へ、

と両国関係を発展させることを決意する。

２ 日本国総理大臣及びロシア連邦大統領は、本年四月の川奈における首脳

会談において日本側から提示された択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島

の帰属に係る問題の解決に関する提案に対してロシア側の回答が伝えられ

たことにかんがみ、東京宣言並びにクラスノヤルスク及び川奈における首

脳会談に際して達成された合意に基づいて平和条約の締結に関する交渉を

加速するよう両政府に対して指示する。

両首脳は、平和条約を２０００年までに締結するよう全力を尽くすとの

決意を再確認する。このため、両首脳は、既存の平和条約締結問題日露合

同委員会の枠内において、国境画定に関する委員会を設置するよう指示す

る。

両首脳は、また、国境画定に関する委員会と並行して活動し、上記の諸

島においていかなる共同経済活動を双方の法的立場を害することなく実施

し得るかについて明らかにすることを目的とする、上記の諸島における共

同経済活動に関する委員会を設置するよう指示する。

両首脳は、人道的見地から、旧島民及びその家族たる日本国民による、

上記の諸島への最大限に簡易化されたいわゆる自由訪問を実施することに



つき原則的に合意し、このような訪問手続の法的・実際的側面を検討する

よう指示する。

３ 日本国総理大臣及びロシア連邦大統領は、日露両国の隣接する地域の住

民の間の相互理解の促進及び多面的、互恵的な協力の発展を図り、もって

平和条約の早期締結のための環境を整備することを目的とする、択捉島、

国後島、色丹島及び歯舞群島をめぐる協力の重要性を認識する。

この関連で、両首脳は、人道的観点から緊急の対応を要する場合の両国

間の協力の枠組みが拡充されたことを歓迎する。

また、両首脳は、日本国政府とロシア連邦政府との間の海洋生物資源に

ついての操業の分野における若干の事項に関する協定の締結及びこの協定

の下での操業の円滑な実施を高く評価するとともに、これが両国間の信頼

関係の強化に大きく貢献していることを確認する。

４ 日本国総理大臣及びロシア連邦大統領は、両国間の政治対話を深め、強

化するとの確固たる意図を有する。双方は、毎年首脳レベルでの公式の接

触を実現し、両首脳間の非公式会談の慣行を積極的に利用し続ける意図を

表明する。

５～６（省略）

７ 日本国総理大臣及びロシア連邦大統領は、日露関係の更なる着実な発展

のために好ましい雰囲気を確保する上で、社会レベルでの幅広い交流が極

めて重要な役割を担うとの点で一致した。双方は、上記の目的の下、ロシ

ア連邦においてロシア２１世紀委員会が設立され、また、日本において日

ロ友好フォーラム２１が設立されたことを歓迎し、それらの活動にあらゆ

る支援を行う意図を有する。

また、両首脳は、日本国及びロシア連邦の間の国家及び地域レベルでの

広範な交流の重要性を指摘する。

８ （省略）

９ 日本国総理大臣及びロシア連邦大統領は、両国の青少年同士の交流の活

性化が、日露関係の重要性に関する彼らの正確かつ客観的な理解及びその

将来に対する責任感の形成を促進することを考慮し、両国の青少年の交流

に特別な意義を認める。




